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山形県公立大学法人中期計画 

 

第１ 中期計画の期間 

 中期計画の期間は、平成27年４月１日から平成33年３月31日までの６年間とする。 

 

第２  山形県立米沢栄養大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するためにと

るべき措置 

１ 教育に関する目標を達成するための措置 

(1) 教育の内容及び成果 

豊かな人間性と、幅広く深い教養と知識のうえに、栄養に関する高度な専門知識

と専門技術を身に付けた国際的な視野を有する人材を育成する教育を全教員の共通

認識のもと展開する。 

また、教育の成果として、保健・医療・福祉・介護など多様な分野において活躍

でき、地域住民の健康づくりを担い、国・県・市町村などの栄養政策を牽引できる

管理栄養士や学校における食育推進の中核的な役割を担う栄養教諭を輩出するなど、

県内各界において食を通じた健康づくりを担い、広い視野を持ちながら、将来的に

広く活躍できる人材を養成するため、教育に関する諸分野において以下に掲げる計

画を着実に実行する。 

  ア 全教員が、それぞれ担当する授業科目が本学の人材育成のどの部分を担うのか

しっかり理解し教育を行うよう、本学の教育研究上の理念と教育目標の認識と共

有を図る。 

  イ 教育に係る外部評価などの指摘に対して、具体的かつ早急に改善を図るととも

に、その指摘に係る問題点を組織的に整理し、恒常的に教育課程や教育内容の向

上につなげる。 

  ウ 学生の成績評価や単位認定、進級・卒業判定について、より公正かつ適正な判

断を下すことができるよう不断に検証し、必要に応じて改善を加える。 

  エ 学生が授業に主体的に参加し授業内容を深く理解できるよう、対話・討論等、

双方向的な授業形態を発展させるとともに、実習・演習の充実など少人数教育の

利点を活かした学習指導により高い教育効果を得ることができるよう、教育方法

の改善を図る。 

  オ 学生に対し、授業科目ごとに、授業に対する理解度や要望・興味等に関するア

ンケートを実施し、この結果を活用することにより、必要な改善を図り、次期の

授業に反映させる。 

  カ  教職員に対し、成績評価の厳格化に関する研修、教育方法の改善及び学生指導

の向上等に関する研修等を行う。 

  キ 新学務システムにより一元的に履修、成績等を管理し、それらを効果的に活用
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した履修指導など、きめの細かい学生指導・支援の一層の充実を図る。 

(2) 教育実施体制の充実 

①  教員の配置 

ア 教育効果を最大限に発現できるよう、教員の資質や適性、学科の人員数等を

踏まえた適切な教員配置を行う。 

イ 地域の特性を理解し活躍できる管理栄養士の養成に資する講義科目を開講し、

教育内容を充実させるため、必要に応じて外部有識者を効果的に活用する。 

②  教育環境 

ア  学生が自由に意見を述べるために設置する「意見箱」に寄せられた学生の意

見を活かすなど、学生の視点に立った教育環境の検証及び改善の取組みを進め

る。 

イ  教育研究機能の充実、学生活動の支援に資するため、施設設備の現況調査を

実施し、老朽化している米沢女子短期大学との共有施設や設備の整備及び改修

を計画的に行う。 

ウ  講義や実験実習が円滑かつ効果的に行うことができるよう、情報機器、視聴

覚機器、実験実習用備品等の適切な維持・管理に努めるとともに、計画的な整

備・更新を進める。 

エ 図書館について、電子書籍の活用も含めた収蔵図書やレファレンス資料の充

実及び他の図書館との連携強化による機能の充実を図り、教職員が利用しやす

い環境整備を進めるほか、土曜日の開館を継続するとともに、開館時間や開館

日について、不断に検証を行い必要に応じて改善を図る。 

(3) 学生の確保 

  ア 年度計画において入試形態ごとの志願者倍率の目標を設定し、大学のアドミッ

ション・ポリシーに合致した学生を確保する。 

  イ  入試状況や入学者の追跡調査結果等の分析とともに、志願者確保のための広報

活動について不断に検証を行い、その充実を図る。 

  ウ 県内を中心とした高校訪問や説明会の開催などを実施するとともに高等学校

との連携を強化し、県内出身者が入学者全体の半数を上回るよう県内志願者の確

保に努める。 

  エ オープンキャンパスの一層の充実を図るため、参加者アンケートによりニーズ

を確認し、開催時期やプログラム全体の見直しを行う。 

  オ  大学ホームページや大学案内等による広報活動を強化するとともに関係機

関・団体との連携を図り、栄養のプロフェッショナルを育成する本学の特色をア

ピールすることにより、優秀な学生の確保に努める。 

  カ 新学務システム導入の利点を活かし、各種入試情報の一元的な整備とその活用

を図り、志願者確保に努める。 
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(4) 学生支援の充実 

  ① 学修支援 

   ア 担任制を継続し、入学時から卒業時まで、卒業後の進路選択も見据えたきめ

細かな履修相談、履修指導を行う。また、オフィスアワーや電子メールを利用

した修学支援も行う。 

   イ  学長や理事等と学生との定期的な対話の場を年２回程度設け、また、学生ア

ンケートの実施により、学生の意見を反映させたより望ましい学内教育環境を

整備する。 

   ウ 学生が自主的学習を積極的に行うことができるよう、教材の拡充や設備の充

実を図る。 

   エ  市内循環バス利用に対する助成や冬期間における学寮・大学間の交通手段の

確保支援を行うなど、通学の利便性向上を図る。 

※ オフィスアワー制度 

各教員が学生からの学業や学校生活全般に関する質問、相談等に応じる時

間を設定し、研究室等に待機する制度。 

②  生活支援 

ア  全学的な学生支援を行うことに努め、学生相談等メンタルヘルスに関する支

援体制をさらに充実させるとともに、看護師等との密接な連携を図り、総合的

な支援を行う。 

イ  学資等が十分でなく学生生活が困難な学生については、成績や家庭環境等を

総合的に勘案し、一定の条件のもと、授業料減免制度や奨学金制度を活用し支

援する。 

ウ 課外活動や学園祭等の学生の自主的な活動を支援するとともに、学生代表者

や学寮入寮者と大学との意見交換会を定期的に開催し、出された意見等を大学

運営に活用する。 

③  キャリア支援 

   ア 学生が管理栄養士の役割を理解したうえで、進路を自ら的確に見つけること

ができるよう、教育課程内・外において、入学時から体系的できめ細かな取組

みと支援を行う。 

   イ 管理栄養士の国家試験合格率について、100％の合格率を目指し、教材・模

擬試験に関する情報提供、指導助言及び休日における自習室の開放など、資格

取得に向けた各種の支援策を効果的に実施する。 

   ウ 就職希望者の就職率100％を目指し、学生の円滑な就職・進学活動を積極的

に支援するために、就職説明会の実施や学生への迅速な各種情報の提供など各

種の取組みを効果的に展開する。 

２  研究に関する目標を達成するための措置 
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(1) 研究活動の積極的な推進及び研究成果の発信 

ア 地域住民の生活習慣の改善、健康の増進、食育の推進及び地域食材の活用など

の地域課題の解決に向け、栄養学等の教育研究や関連する活動に積極的に取り組

むとともに、地域連携・研究推進センターを中心に、外部との共同研究や受託研

究を推進する。 

イ  理事長等の判断により配分先を決定できる資金支援制度により、個人研究の一

層の推進に努める。 

ウ 外部研究資金の助成制度の仕組みや申請方法についての研修会を開催し、科学

研究費補助金の申請件数について、全教員の８割以上からの申請を目指す。 

エ  本県が有する地域課題の解決につながる研究に積極的に取り組むとともに、そ

の研究成果が地域で有効に活用されるよう、公開講座や論文寄稿等により公表す

る。 

(2) 研究実施体制の整備 

ア  研究活動を適切に評価できるよう評価体制を充実させ、優れた研究成果をあげ

た場合に、適正な評価による優遇措置等を実施できる環境を構築する。 

イ  教員と事務職員の担当すべき業務内容を点検し、役割の明確化を図ることによ

り、教員が教育、研究及び学内業務に専念でき、研究実施体制の強化につながる

適正な運営体制を構築する。 

 ウ 教育研究の質の向上のために、海外への研修を含む学外研修制度の整備を図る。 

３  地域貢献に関する目標を達成するための措置 

(1) 地域で活躍する人材の輩出 

ア 県内各界において食を通じた健康づくりを担い、将来的に広く活躍できる人材

を輩出するため、県立病院をはじめとする県内病院、福祉施設、保健所等との連

携のもと県内の現場に即した実習を検討する等教育課程の内容を不断に検証し、

必要な見直しを行う。 

イ 米沢栄養大学及び育成する管理栄養士についての県民の理解を深めるため、そ

の意義、役割の周知を図るとともに、行政・関係機関や企業と連携し、県内をは

じめとして管理栄養士の活躍の場の拡充を図る。 

(2) 教育研究成果の地域への還元 

地域連携・研究推進センターの活動等を通じ、自らあるいは受託による健康・栄

養関連調査や改善策提案、市町村における健康運動の普及、地域の企業や各種団体

との健康・栄養に関する共同活動など、行政、他の教育機関、研究機関、県内企業

等と連携して地域貢献を行う。 

(3) 他大学との連携 

  「大学コンソーシアムやまがた」の活動に積極的に参画するとともに、県立保健

医療大学をはじめ県内他大学と教職員や学生の交流等を通じて実効性のある連携を
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図る。 

(4) 高等学校等との連携 

  高校生等の健康や栄養に関する学習意欲の喚起や進路選択に資するため、本学教

員による出前講義等を行うなど、県内高等学校との連携を推進する。 

(5) 県民への学びの機会の提供 

 ア 本県を取り巻く「栄養」と「健康」の課題を踏まえた適切なテーマを設定した

公開講座を県内で毎年度開催する。また、実施した公開講座については年度ごと

に報告書として記録し、資料として県民が活用できるよう整備する。 

 イ 県内の栄養関係者を対象として、本学教員を講師とした研修会の開催や、外部

講師を招へいして実施する特別講義を開放するなど、地域の栄養関係者の資質向

上に寄与する研修会の開催などの取組みを毎年度行う。 

４ 国際交流に関する目標を達成するための措置 

ア  地域の国際交流活動への積極的な参加などを通じ、国際感覚のある学生の育成に

努める。 

 イ 本学教員の国際学会への出席の支援などを通じ、海外の情報収集に努め、その成

果を教育研究に活用する。 

 

第２の２  山形県立米沢女子短期大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成する

ためにとるべき措置 

１ 教育に関する目標を達成するための措置 

(1) 教育の内容及び成果 

学科における教育の成果として、全教員の共有認識のもと教養教育と専門教育の

融合を図り、教養と実学をバランスよく身に付け、課題探求能力とコミュニケーシ

ョン能力を持った学生を育成し輩出するため、教育に関する諸分野において以下に

掲げる計画を着実に実行する。 

ア 時代の変化に伴う多様な学生のニーズに対応するため、全学科において、教養

教育科目及び専門教育科目の再検討を行うなど、教育課程を「山形県立米沢女子

短期大学の理念と目的・目標」に掲げる教育目標の達成に向けて体系的に編成す

る。 

イ 他大学との単位互換や本学入学前に他大学で取得した単位のうち、本学の履修

単位として認定できるものは認定するなど、柔軟な単位制度の拡充を図る。 

ウ 学生が授業に主体的に参加し授業内容を深く理解できるよう、対話・討論等、

双方向的な授業形態を一層発展させるとともに、実習・演習の拡充など少人数教

育の利点を活かした学習指導により高い教育効果を得ることができるよう、教育

方法の改善を図る。 

エ これまでも実施している学生による「授業評価アンケート」や研修会等のＦＤ
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活動を一層充実させ、授業内容や学習指導方法の改善に向けた取組みを行う。 

オ 教育に係る外部評価などの指摘に対して、具体的かつ早急に改善を図るととも

に、その指摘に係る問題点を組織的に整理し、恒常的に教育課程や教育内容の向

上につなげる。 

カ 学生の成績評価や単位認定、進級・卒業判定について、より公正かつ適正に判

断できるよう継続的に検証する。 

キ 新学務システムにより一元的に履修、成績等を管理し、それらを効果的に活用

した履修指導など、きめの細かい学生指導・支援の一層の充実を図る。 

(2) 教育実施体制の充実 

①  教員の配置 

ア  教育効果を最大限に発現できるよう、教員の資質や適性、学科の人員数等を

踏まえた適切な教員配置を行う。 

イ  社会のニーズに合致した幅広い講義科目を開講し、教育内容を充実させるた

め、必要に応じて外部有識者を効果的に活用する。 

②  教育環境 

ア  学生が自由に意見を述べるために設置する「意見箱」に寄せられた学生の意

見を活かすなど、学生の視点に立った教育環境の検証及び改善の取組みを進め

る。 

イ  教育研究機能の充実、学生活動の支援に資するため、施設設備の現況調査を

実施し、長期的な視点に立った老朽施設や設備の整備及び改修を計画的に行う。  

ウ  講義や実験実習が円滑かつ効果的に行うことができるよう、情報機器、視聴

覚機器、実験実習用備品等の適切な維持・管理に努めるとともに、計画的な整

備及び更新を進める。 

エ  図書館について、電子書籍の活用も含めた収蔵図書やレファレンス資料の充

実及び他の図書館との連携強化による機能の充実を図り、教職員が利用しやす

い環境整備を進めるほか、土曜日の開館を継続するとともに、開館時間や開館

日について、不断に検証を行い必要に応じて改善を図る。 

(3) 学生の確保 

 ア 年度計画において入試形態ごとの志願者倍率の目標を設定し、大学のアドミッ

ション・ポリシーに合致した学生を確保する。 

イ  入試状況や入学者の追跡調査結果等の分析とともに、志願者確保のための広報

活動について不断に検証を行い、その充実を図る。 

ウ  県内を中心とした高校訪問や説明会の開催などを実施するとともに高等学校と

の連携を強化し、県内からの志願者の確保に努め、その志願者数については、現

行の水準である200名を上回るよう努める。 

エ  オープンキャンパスの一層の充実を図るため、参加者アンケートによりニーズ
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を確認し、開催時期やプログラム全体の見直しを行う。 

オ  学科紹介動画の作成等により大学ホームページを充実させるとともに大学案内

等による広報活動を強化することにより、全国有数の総合短期大学である本学の

特色をアピールし、優秀な学生の確保に努める。 

カ  より多くの優秀な志願者・入学者を確保するため、出願方式のさらなる改善を

図り、入試形態についても多角的に検討し、不断に改善を行う。また、学科間の

志願者の偏りを是正するための方策についての検討を行う。 

キ 新学務システム導入の利点を活かし、各種入試情報の一元的な整備とその活用

を図り、志願者確保に努める。 

(4) 学生支援の充実 

①  学修支援 

 ア 担任制を継続し、入学時から卒業時まで、卒業後の進路選択も見据えたきめ

細かな履修相談、履修指導を行う。また、オフィスアワーや電子メールを利用

した修学支援も継続して行う。 

イ  学長や理事等と学生との対話の場を年２回程度設け、また、学生アンケート

の実施により、学生の意見を反映させたより望ましい学内教育環境を整備する。 

ウ  学生が自主的学習を積極的に行うことができるよう、合同研究室などの自学

自習施設や設備の充実を図る。 

エ  障がいのある学生、社会人、留学生、科目等履修生といった、多様な学生の

ニーズに応える履修サポート制度の充実を図る。 

オ  市内循環バス利用に対する助成や冬期間における学寮・大学間の交通手段の

確保支援を行うなど、通学の利便性向上を図る。 

②  生活支援 

ア  全学的な学生支援を行うことに努め、学生相談等メンタルヘルスに関する支

援体制をさらに充実させるとともに、看護師等との密接な連携を図り、総合的

な支援を行う。 

イ  学資等が十分でなく学生生活が困難な学生については、成績や家庭環境等を

総合的に勘案し、一定の条件のもと、授業料減免制度や奨学金制度を活用し支

援する。 

ウ  課外活動や学園祭等の学生の自主的な活動を支援するとともに、学生自治会

や学寮入寮者と大学との意見交換会を定期的に開催し、出された意見等を大学

運営に活用する。 

③  キャリア支援 

ア 就職・編入学等、学生が希望する進路を自らの力によって開拓できるよう、

キャリア支援センターの施設拡充を含めた利用機能の一層の充実を図るとと

もに、本学への入学希望者増加につながる総合的なキャリア支援策について不
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断に検証し、着実に実施する。 

イ 就職希望者の就職率100%を目指し、学生相談の充実、求人情報の積極的な提

供、公務員講座をはじめとする各種講座の年間30回程度の開設、インターンシ

ップ制度の充実、各種資格取得への支援などを継続して実施する。 

ウ  編入学希望者の編入学率100％を目指し、小論文添削指導、面接訓練、模擬問

題の学習、編入学対策講座の開催などの支援策を継続して実施する。 

エ 新学務システムの活用により、学生への一層充実した就職・編入学情報の提

供を行うとともに、教員とキャリア支援センターが一体となったよりきめ細か

な支援体制を構築する。 

２  研究に関する目標を達成するための措置 

(1) 研究活動の積極的な推進及び研究成果の発信 

ア  本学の専門領域の多様性を踏まえて、理事長等の判断により配分先を決定でき

る資金支援制度により、個人研究の一層の推進に努める。 

イ  外部研究資金の助成制度の仕組みや申請方法についての研修会を開催し、科学

研究費補助金の申請につなげる。 

ウ  教員の研究成果に関する広報活動を徹底するとともに、インターネット上での

研究者登録などにより、教員一人ひとりの専門領域についての情報を地域のみな

らず広く社会に発信する。 

エ 本県の地域課題の解決につながる研究に積極的に取り組み、その成果を論文寄

稿等により公表する。 

(2) 研究実施体制の充実 

ア  研究活動を適切に評価できるよう評価体制を充実させ、優れた研究成果をあげ

た場合に、適正な評価による優遇措置等を実施できる環境を構築する。 

イ  研究活動に必要な施設や設備、備品について定期的な点検調査を実施し、計画

的な整備及び改修を実施する。 

ウ  教員と事務職員の担当すべき業務内容を点検し、役割の明確化を図ることによ

り、教員が教育、研究及び学内業務に専念でき、研究実施体制の強化につながる

適正な運営体制を構築する。 

エ 生活文化研究所について、その活動内容及び名称を検証し、その位置付けを明

確にしたうえで、地域連携・研究推進センターとの役割分担も含めて機能の拡充

を図る。 

オ 教育研究の質の向上のために、特に若手教員に対する長期学外研修制度を引き

続き実施するとともに、不断に検証を行い、必要に応じて改善を行う。 

３  地域貢献に関する目標を達成するための措置 

(1) 地域で活躍する人材の輩出 

   県内企業や商工会議所等との意見交換会や本学卒業生の受入先を中心とした企
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業への状況調査を行うなど、地域からの本学に対する人材ニーズを把握し教育課程

やキャリア支援に反映させるとともに、行政・関係機関や企業と連携し、県内をは

じめとして卒業生の活躍の場の拡充に努める。 

(2) 教育研究成果の地域への還元 

  生活文化研究所を中心に、本学の多様な教育研究活動及びその成果を活用し、県

内の行政や教育機関をはじめとする関係団体、企業及び有識者と連携して地域貢献

を行う。 

(3) 他大学との連携 

「大学コンソーシアムやまがた」の活動に積極的に参画するとともに、県内他大

学と教職員や学生の交流等を通じて実効性のある連携を図る。 

(4) 高等学校等との連携 

  高校と連携して相互のカリキュラムの調整や高校での生活状況の情報交換など、

より進んだ高大連携のあり方を検討する。また、高校生への本学教員による出前講

義等を通じ、地域教育への貢献を行う。 

(5) 県民への学びの機会の提供 

開かれた高等教育機関として、地域のニーズに即した公開講座等を年10回程度実

施するなど、生涯学習の機会を提供する。 

４ 国際交流に関する目標を達成するための措置 

 ア 「海外語学実習」をより充実させ、姉妹大学等との交流を一層推進する。 

イ 地域の国際交流活動への積極的な参加などを通じ、国際感覚のある学生の育成に

努める。 

 ウ 本学教員の国際学会への出席の支援などを通じ、海外の情報収集に努め、その成

果を教育研究に活用する。 

 

第３  業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置 

１  運営体制の改善に関する目標を達成するための措置 

ア  機動的、効率的な法人・大学運営のため、ガバナンス改革を着実に推進し、理事

長・学長がリーダーシップを発揮できるよう各理事・管理職がその担当分野におい

て理事長・学長を補佐する執行体制を強化する。 

イ  １法人２大学運営方式のメリットを発揮するため、委員会等学内組織について不

断に検証し、その機能向上への取組みを進める。 

ウ 透明性を確保し開かれた大学運営を推進するため、学外有識者や専門家の理事や

審議会委員への積極的な登用を図る。 

２ 教育研究組織の改善に関する目標を達成するための措置 

ア  教育研究体制の改善・充実を図るため、外部有識者からの助言を求めるとともに、

外部資金獲得や運営交付金の活用などを通じて優れた教育研究を実施するための組
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織的取組みを強化する。 

イ  長期的な視点から、地域のニーズに対応した米沢女子短期大学の教育研究のあり

方について、外部有識者等の意見を聴取しながら、県と連携した検討を行う。 

３ 人事の適正化に関する目標を達成するための措置 

(1) 人材の確保 

ア  教育研究の質の向上及び大学業務運営の改善に向け、その透明性・公平性が担

保された全学的、長期的視点に立った水準の高い専門性を有する多彩な人材の採

用及び昇任のあり方を検討し、その仕組みづくりを行う。 

イ  教員の教育・研究力等の強化を目指し、法人内研修に加え、他機関実施研修を

積極的に活用しながら、研修制度の保証及び充実を図る。 

ウ  事務職員について、設立団体派遣職員から法人採用職員への計画的な切替えを

図り、法人の特性にあった専門性、継続性に配慮した人材の確保・育成に努める。 

(2) 業績評価制度の構築 

ア  米沢栄養大学においては、開学時から試行している教員の業績評価について、

教育活動、研究活動等一定分野ごと適正に評価する仕組みを検討、試行のうえ、

適切な業績評価制度を早期に構築し、併せてその評価結果を教員の処遇に反映さ

せる仕組みを構築する。 

    米沢女子短期大学においても、処遇への反映を含めた適切な業績評価制度を早

期に構築する。 

イ  一部事務局職員において平成26年度から試行している人事評価については、本

格的に実施するとともに、適正に評価する仕組みを不断に検証し、適切な評価制

度を構築する。 

４  事務等の効率化、合理化に関する目標を達成するための措置 

ア  学生募集、教務就職支援などの大学特有の事務を処理する組織について不断に検

証し、業務内容の多様化、業務量の変動に対応できる事務組織を構築する。 

イ  事務内容を定期的に点検し、事務処理の電子化の推進、事務の簡素化・合理化に

努める。 

 

第４ 財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置 

１  自己収入の確保に関する目標を達成するための措置 

(1) 外部研究資金の獲得 

国や民間研究団体等の競争的資金や共同研究、受託研究などによる外部研究資金

を確実に獲得できるよう助成制度の仕組みや申請方法についての研修会を開催し、

全学的に積極的な資金獲得に努める。 

(2) その他自己収入の確保 

ア  大学の財政基盤安定のため、授業料、入学料、入学考査料の安定的かつ確実な
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納付の確保を図る。 

イ  施設整備、研究、地域貢献、学生支援等に充てることを目的にした、個人や法

人からの寄付等を基にする大学基金を創設するなど多様な収入の確保について、

経営審議会を中心に検討し、必要に応じて改善を加える。 

２  経費の効率化に関する目標を達成するための措置 

ア  省エネルギー対策、リサイクル利用等について学内の意思疎通、職員の意識高揚

及び省エネ製品等の積極的活用を図り、経費の節減に努める。 

イ  管理的経費について、物品備品の購入方法や契約方法の見直しを進めるなど、効

率的な執行に取り組むことにより、毎年1.0％以上の節減を目指す。 

３  資産の運用管理の改善に関する目標を達成するための措置 

ア  資産の活用については、大学施設の有効活用とそこからの収益を確保するため、

施設の有料による地域開放について広く周知するとともに、不断に検証し必要に応

じ改善を加える。 

イ  資金の運用については、資金管理規程に基づき安全かつ効果的に行うほか、授業

料等学生納付金、運営交付金や研究資金等についても適正に管理していく。 

 

第５  自己点検、評価及び情報の提供に関する目標を達成するためにとるべき措置 

１  評価の充実に関する目標を達成するための措置 

大学の教育研究水準の維持、向上を図るため、総合的な自己点検・評価と改善・

改革の作業に継続して取り組み、その内容を公表するとともに、外部機関による評

価制度を活用し質保証の充実を図る。 

※ 内部質保証 

   自己点検・評価の結果により、大学の質を維持し向上させる仕組み 

２  情報公開の推進に関する目標を達成するための措置 

ア  大学運営の透明性を高めるため、財務状況や大学の目標・計画・外部評価の結

果を広範に公開する。 

イ  大学の特色や魅力を広く内外に発信するため、大学ホームページや大学案内な

ど多様な情報発信媒体の充実及び有効活用を図るとともに、多様な媒体・機会を

通じて広報の強化を図る。 

ウ  情報公開制度及び個人情報保護制度の理解に努め、開示請求に適切に対応する

とともに、個人情報を含んだ情報の適切な管理運用を行う。 

 

第６  その他業務運営に関する目標を達成するためにとるべき措置 

１  安全管理に関する目標を達成するための措置 

ア  労働安全衛生法等関係法令及び学内規程に基づき、職員の健康管理を含めた安

全衛生管理体制の充実を図る。 
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イ  学内施設・設備及び大学周辺の防犯・安全対策の状況を適時点検し、関係機関

との連携強化を図り、事故犯罪による被害の未然防止に努めるとともに、事故・

災害等の発生に備えた危機管理マニュアルを随時点検・整備し、有事を想定した

実践的な訓練を行う。 

ウ  高度情報化社会における大学の情報資産のセキュリティの確保について、ＩＣ

Ｔ技術の進展などを踏まえた見直しを行い適切な対応を行う。 

 ２ 人権に関する目標を達成するための措置 

  ア 教職員や学生の人権意識の向上や各種ハラスメントの防止のため、研修会を開

催するなど意識の啓発に努める。 

  イ ハラスメント行為等に関する相談及び通報の適正な処理の仕組みを確立する

とともに、万一、各種ハラスメント事案が発生した場合は、関係当事者のプライ

バシーに配慮しながら、迅速かつ適切な対応を図る。 

 ３ 法令遵守に関する目標を達成するための措置 

  ア 教職員に対し、機会を捉えて研修会や啓発活動を通じて、法令事項の遵守に係

る取組みを進める。 

  イ 法人における適法かつ公正な業務運営を確保するため、職員等からの組織的又

は個人的な法令違反行為等に関する相談及び通報に対する適正な処理の仕組みを

定めるとともに、教員が研究活動を行うに際し遵守すべき事項及び不正行為への

対応等について、規程を整備する。 

  ウ 監事による監査のほか、内部監査を定期的に実施し、それらの結果を運営改善

に反映させる。 

 

第７  予算（人件費の見積もりを含む）、収支計画及び資金計画 

１  予算（平成27年度～平成32年度） 

（単位：百万円） 

区 分 金 額 

収入 

運営費交付金 

補助金等収入 

自己収入 

授業料等収入 

その他の収入 

受託研究等収入 

目的積立金取崩 

計 

 

３，２８８ 

３６０ 

２，１４９ 

２，０１７ 

１３２ 

１５ 

１１ 

５，８２３ 
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支出 

業務費 

教育研究経費 

人件費 

一般管理費 

受託研究等経費 

施設整備費 

計 

 

４，９１６ 

５９２ 

４，３２４ 

８９２ 

１５ 

０ 

５，８２３ 

運営費交付金は一定の仮定の下に試算したものであり、各事業年度の運営費交付

金については、予算編成過程において決定される。 

【人件費の見積り】 

中期目標期間中総額4,324百万円を支出する。 

人件費の見積りについては、平成26年度の現員を基準として毎事業年度（平成27年

度から平成32年度まで）の役員及び職員の人件費を算定している。 

退職手当については、山形県公立大学法人職員退職手当規程により算定する。 

【運営費交付金の算定方法】 

平成27年度から平成32年度までの毎事業年度の運営費交付金は、次の算式により算

定した。 

運営費交付金＝（①＋②＋③＋④）－（⑤＋⑥＋⑦） 

①  人件費 

上記人件費の見積りのとおり 

②  教育研究経費 

平成27年度の所要額を積算し、毎事業年度1.0％程度の経費節減を見込んで算定 

③  一般管理費 

平成27年度の所要額を積算し、毎事業年度1.0％程度の経費節減を見込んで算定 

④  特別経費 

中期計画を基準に各事業年度の事業実態に応じて個別に所要額を算定 

⑤  自己収入 

授業料及び入学料については定員で算定し、その他の収入については過去の実

績を参考にして算定 

  ⑥ 補助金等収入 

    米沢市から受け入れる負担金額を算定 

  ⑦ 目的積立金取崩 

    前中期目標期間繰越積立金見込み額を算定 

 

２ 収支計画（平成27年度～平成32年度） 
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（単位：百万円） 

 区 分 金 額 

費用の部 

業務費 

教育研究経費  

受託研究費等 

人件費 

一般管理費 

その他費用 

施設整備費 

減価償却費 

５，８３２ 

４，７２２ 

３８３ 

１５ 

４，３２４ 

８６６ 

０ 

０ 

２４４ 

収益の部 

運営費交付金収益 

補助金等収益 

授業料収益 

入学金収益 

入学考査料収益 

受託研究等収益 

その他の収益 

目的積立金取崩 

資産見返負債戻入 

５，８３２ 

３，０５３ 

３６０ 

１，５４４ 

４０３ 

７０ 

１５ 

１３２ 

１１ 

２４４ 

 

３ 資金計画（平成27年度～平成32年度） 

（単位：百万円） 

    区 分 金 額 

資金支出 

業務活動による支出 

投資活動による支出 

財務活動による支出 

次期中期計画期間への繰越金 

５，８２３ 

５，５９６ 

０ 

２２７ 

０ 

資金収入 

業務活動による収入 

運営費交付金による収入 

補助金等による収入 

授業料等による収入 

受託研究等による収入 

５，８２３ 

５，８１２ 

３，２８８ 

３６０ 

２，０１７ 

１５ 
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その他の収入 

投資活動による収入 

施設等整備による収入 

財務活動による収入 

前期中期計画期間よりの繰越金 

１３２ 

０ 

０ 

０ 

１１ 

 

第８  短期借入金の限度額 

１  短期借入金の限度額 

１億円（事業年度の年間運営費の概ね１月程度） 

２  想定される理由 

運営費交付金の受入遅延及び事故の発生等により緊急に必要となる対策費 

 

第９  重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画 

なし 

 

第10  剰余金の使途 

決算において剰余金が発生した場合は、教育研究の質の向上、地域への優秀な人材

の輩出等の地域貢献の取組み及び組織運営の改善に充てる。 

 

第11  山形県公立大学法人の業務運営並びに財務及び会計に関する規則で定める業務

運営に関する事項 

１  施設及び設備に関する計画 

   なし 

（注）中期目標を達成するために必要な業務の実施状況を勘案した施設・設備の

整備や老朽度合等を勘案した施設・設備の改修等が追加されることがある。 

２  人事に関する計画 

第３の３「人事の適正化に関する目標を達成するための措置」に記載のとおり 

３  積立金の使途 

前中期目標期間繰越積立金については、教育研究の質の向上、地域への優秀な人

材の輩出等の地域貢献の取組み及び組織運営の改善に充てる。 

４  その他法人の業務運営に関し必要な事項 

なし 


